
7 広報ごか　2008.6

任
期
満
了
に
よ
る
農
業
委
員
会
委
員

一
般
選
挙
（
改
選
議
席
数
14
）
を
次

の
日
程
に
よ
り
行
い
ま
す
。

○
告
示
日

７
月
１
日
（火）

○
投
票
日

７
月
６
日
（日）

午
前
７
時
か
ら
午
後
８
時
ま
で

○
開
票

即
日
開
票
で
午
後
９
時
か
ら
中
央

公
民
館
講
堂
で
行
い
ま
す
。

○
投
票
及
び
立
候
補
で
き
る
方

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
が

該
当
し
ま
す
。

①
本
町
委
員
会
の
区
域
内
（
五
霞
町
）

に
住
所
を
有
す
る
方

②
10
ａ
以
上
の
農
地
に
つ
い
て
耕
作

を
営
む
方
及
び
そ
の
同
居
の
親
族
ま

た
は
配
偶
者
で
概
ね
60
日
以
上
耕
作

に
従
事
し
て
い
る
と
農
業
委
員
会
で

認
め
た
方

③
選
挙
人
名
簿
確
定
期
日
（
20
年
３

月
31
日
）
に
お
い
て
満
20
歳
以
上
の

方
。
な
お
、
被
選
挙
権
は
選
挙
期
日

（
７
月
６
日
）
ま
で
に
満
20
歳
以
上

の
方

④
欠
格
事
項
に
該
当
し
な
い
方

な
お
、
立
候
補
予
定
者
説
明
会
を

次
の
日
程
に
よ
り
開
催
し
ま
す
。

○
日
時

６
月
17
日
（金）

午
後
１
時
30
分
か
ら

○
場
所

役
場
第
３
会
議
室

○
お
問
い
合
わ
せ

選
挙
管
理
委
員
会
（
総
務
課
）

（
内
線
２
１
４
）

職
場
の
健
康
保
険
加
入
者
や
生
活

保
護
を
受
け
て
い
る
人
以
外
は
、
す

べ
て
の
人
が
国
民
健
康
保
険
の
加
入

者
（
被
保
険
者
）
と
な
り
ま
す
。

加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
そ

の
間
の
医
療
費
が
全
額
負
担
に
な
っ

た
り
、
保
険
税
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
に
異
動

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に

届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

町
民
Ｇ
（
内
線
２
３
３
）

現
在
使
用
中
の
○福
受
給
者
証
の
使

用
期
限
は
６
月
30
日
（月）
ま
で
で
す
。

新
し
い
受
給
者
証
を
町
民
税
務
課
で

交
付
し
ま
す
の
で
、
該
当
者
の
方

（
妊
産
婦
・
乳
幼
児
の
医
療
受
給
者

証
に
つ
い
て
は
、
今
回
更
新
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
）
は
次
の
と
お
り
必

ず
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
持
参
す
る
も
の

・
現
在
使
用
し
て
い
る
○福
受
給
者
証

・
健
康
保
険
証

・
障
害
者
手
帳
（
交
付
さ
れ
て
い
る

方
）

・
年
金
証
書
（
交
付
さ
れ
て
い
る
方
）

○
振
込
み
先
を
変
更
さ
れ
る
方

・
預
金
通
帳
（
銀
行
・
農
協
）

※
給
付
金
は
口
座
振
込
み
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
７
月
か
ら
重
度
障
害
者
の

方
の
所
得
制
限
の
基
準
が
次
の
と
お

り
変
わ
り
ま
す
。

前
年
所
得
が
次
の
金
額
未
満
の
方

に
つ
い
て
、
○福
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
所
得
制
限
に
よ
り
、
該
当
し
な
い

方
に
は
、
後
日
、
通
知
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

町
民
Ｇ
（
内
線
　
３
０
０
）

お
知
ら
せ

■
五
霞
町
農
業
委
員
会
委
員
一

般
選
挙
の
お
知
ら
せ

※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

（
総
務
課
）

■
○福
受
給
者
証
の
更
新
に
つ

い
て

（
町
民
税
務
課
）

広　告

江　川・幸　主
両新田・冬　木
土与部・原宿台

新幸谷・小福田
大福田・山王山
山　王

元栗橋・川　妻
小手指・堀之内

6月25日
（水）

6月26日
（木）

6月27日
（金）

○福受給者証引き換え日程
（各日午前９時～午後５時）

本人・配偶者
・扶養義務者

現行（平成20年6月まで）

1,000万円

※所得から控除さ
れるもの
青色・白色専従控
除、譲渡所得控除

改正後（平成20年7月以降）

扶養親族数 本　　人 配偶者・扶養義務者 ※所得から控除され
るもの（主なもの）
配偶者特別控除、
障害者控除、
特別障害者控除、
寡婦控除、
寡婦特別控除、
勤労学生控除、
医療費控除　など

０人

1人

2人

512万9千円

550万9千円

588万9千円

（扶養親族1人
ごとに38万
円加算）

628万7千円

653万6千円

674万9千円

（扶養親族1人
ごとに21万3
千円加算）

■
国
保
に
加
入
・
脱
退
の
場

合
は
届
け
出
を
（
町
民
税
務
課
）


